
さいたま市水道局告示第１２０号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により平成２７年１２

月７日さいたま市水道局告示第１１８号において公告した一般競争入札について、次のとおり変更す

る。 

平成２７年１２月１０日 

 さいたま市水道事業管理者 日 野  徹    

１ 変更する一般競争入札 

（１） ア 契約整理番号 １５９９０３０９８ 

     イ 工事名 拡第４５６４号配水支管布設工事 

     ウ 工事場所 さいたま市岩槻区釣上１６６１－１～１９９１（岩槻南部新和西特定土地 

区画整理地内） 

（２） ア 契約整理番号 １５９９０２０９７ 

    イ 工事名 拡第４５５４号配水支管布設工事 

    ウ 工事場所 さいたま市見沼区丸ヶ崎１０４９～１０５３－１ 外２か所（丸ヶ崎土地 

区画整理地内） 

２ 変更する箇所 

（１）ア 変更前 

その他 本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当する。

イ 変更後 

その他 ・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

・本工事は、１ カに定める社会保険等への加入については、入札参加資格として定

めないものとし、入札参加資格の確認時において２ オ及びカに定める書類の提出は

求めない。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

（２）ア 変更前 

その他 本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当する。

イ 変更後 

その他 ・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

・本工事は、１ カに定める社会保険等への加入については、入札参加資格として定

めないものとし、入札参加資格の確認時において２ オ及びカに定める書類の提出は

求めない。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。 


